
採 用 人 数   　若干名

 　　一宮市浅井町西浅井字弐軒家47番地

　　社会福祉法人　一宮市社会福祉事業団

　　一宮市立いずみ福祉園

　　電話番号　０５８６　（５１）　４４０１

　　入居者（知的障がい者）の方の生活支援及び生産活動支援

　　専用ソフトにて利用者様の記録を入力する簡単なパソコン入力。

勤 務 時 間
休憩時間

  　以後、雇用期間は1年更新制

  　試用期間は上記1 の日勤のみの勤務になります。

 　①　日給　13,310 円（介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の資格ありの方）

 　②　 日給　11,980円（資格なしの方）

　試用期間中は日勤勤務のため、①または②の給料になります。

 　③　日給　13,710 円（介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の資格ありの方）

 　④　日給　12,340円（資格なしの方）

　試用期間終了後、変則勤務になりますので、③または④の給料になります。

　※夜勤実績に応じ、別途夜勤手当支給

  　月平均労働日数　　２０日

  　毎月月末締切、翌月２１日支払い

諸　手　当   　通勤手当  （通勤距離に応じて）

保　険　等   　雇用保険・厚生年金・健康保険

休      暇 　　有給休暇  (採用６カ月経過後１０日）　慶弔休暇等

利用者様の笑顔にやりがいを感じられる仕事です。

未経験でも、サポートします。採用時、しばらくは日勤のみで勤務していただきます。

見学いつでも可能です！　興味ある方、いつでもご連絡ください。

　 シフト制による変則勤務。休日は、月の土日祝日の日数が確保されます。
 1 日勤 午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分まで
 2 早番 午前 7 時 00 分から午後 3 時 30 分まで
 3 遅番 午後 0 時 15 分から午後 8 時 45 分まで
 4 夜勤 午後 3 時 45 分から翌午前 8 時 45 分まで（2日勤務）
    1 2 3については休憩 60 分、4 については休憩 120 分

いずみ福祉園　支援員(臨時職員)の募集

勤 務 場 所

業 務 内 容

雇 用 期 間

　　採用時から１か月（試用期間）


